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（その 1)

収

（ふ

1政治

ゞ
、
体

カ みらいとう

未 来 党

2 主たる事務所の所在地 埼玉県坂戸市本町7-6

ハヒ°ネス坂戸302

3 代 表

り団

者

（電話）

（電話）

（電話）

な）

の

の

名

氏

称

名

4 会 計 責任者の氏名

事 務 担当者の氏名

支 報 告 書
四）陀）

、
’
↓
‘

令和5年分
開催分）

政

政

政

LJロロ
党 の

資金
支団

政治 団体の区 分

党 LJ政治資金規正法第18条の 2第 1項

部 の規定による政治団体

体 巨lその他の政治団 体

□その他の政治団体 の支部

石川 新一郎

石川 新一郎

， 
外聰滓

090-8378-9588 

健至

/、、食全； し``ヽ

・・ニ三塁～↓-一
7, 1. 23 

＼ ．， 2-パーで：「―
1. l,、人．ム 1,,l-
.,・ ・ ℃

·• • 9 ―.9ー／

. 

込526

活動 区域 の区 分

同一の都道府県の区域内

六
芸、•rコ
叫‘ュ

凹漁シ
公職の種類

（現謙 •G亘うll)別）
資金管理団体の届
出をした者の氏名

理団体の指定の有無

1, 1 
珪委員

資金管理団体の指定の期間

() 

国会職員関係政治団体の区分

回政治資金規正法第19条の 7第 1項

第 1号に係る国会誰員関係政治団体

回政治資金規正法第19条の 7第 1項

第 2号に係る国会議員関係政治団体

腐職の閾戻補ご石川新—切

~JJl.:・盆月9 科狂れ滋＾
公職の候補者
の氏名（ 2人目）

公職の種類

（現糠．候補者の別）

公職の候補者
の氏名（ 3人目）

公職の種類

（現職・候補者の別）

から

まで
（※複数の期間がある場合2つめ以降の期間）

国会議員関係政治団体に関する
特例の適用期間

から

まで
（※複数の期間がある場合 2つめ以降の期間）

E 



（その 2) 収支の状況」
1 収支の総括表

収 入 総 額 2,500,000 
（前年からの繰越額）

（ 本 年 の 収 入 額 ） 2,500.000 
支 出 総 額 706.335 
翌 年 へ の 繰 越 額 1, 793. 665 

2 収入項目別金額の内訳

(1)個人の負担する党費又は会費

金 額

員 数（党費又は会費を納入した人の数）

(2)寄附

ア 寄附（イを除く。）の区分 金 額 備 考

（ア）個人からの寄附 2,500,000 
（う ち特定寄附）

（イ）法人その他の団体からの寄附

゜（ウ）政治団体からの寄附

゜小 計 （ア） ＋ （イ） ＋ （ウ） 2,500,000 
（寄附0)うち寄附のあっせんによるもの）

゜イ 政 党匿名寄附

゜合 計 （ ア ＋ イ ） 2,500,000 
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（その 7)

(7)寄 附 の 内 訳 寄附者の区分 1．個人

行番号 寄附者の氏名
金 額 年月日 住所（団体にあっては地、）主たる事務所の所在 職業（団体にあっては、代

備 考（団体にあってばその名称） 表者の氏名）

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

， 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

そ の 他 の 寄附 2,500,000 
ムロ 計 2,500,000 
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（その13)

3 支出項目別金額の内訳

(1)支出の総括表

項 金 額
備 考

目

供本与部し又た交は付支金部にに係対るし支て出

1 経 常 経 費

(1)人 件 費

(2)光 熱 水 費

(3)備品 ． 消耗品費

(4)事 務 所 費

小 計

゜ ゜2 政 治 活 動 費

(1)組 織 活 動 喪 85,495 
(2)選 挙 関 係 費

゜(3)機関紙誌の発行その他の事業費 620,840 

゜ア 機 関 紙 誌 の 発 行 事 業 費

゜イ宣 伝 事 業 費 620,840 
ウ政治資金パーティー開催事業費

゜工 そ の 他 の 事 業 費

゜(4)調 査 研 究 費

゜(5)寄 附 ． 交 付 金

゜(6)そ の 他 の 経 費

゜小 計 706,335 

゜合 計 706.335 
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（その15)

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分
1.組織活動費

行番号 支出の目的 金 額 年月日 （団支体出にを受けた者の氏名 支出を受けた者る事の務住所所の（団所体在に地あ） っては、 主 備考あってはその名称） たる

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

， 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

そ の 他 の 支 出 85,495 

＾ n 

計 85,495 
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（その15)

(3)政治活動費の内訳
4. 宣伝事業費

項 目 別 区 分

行番号 支出の目的 金 額 年月日 （団支体出にを受けた者の氏名 支出を受けたた者る事の務住所所の（団所体在に地あ）っては、 主 備考あっては、その名称）

1 党員バッジ 620,840 R5/12/19 JP芙蓉株式会社 愛知県岡崎市明大寺町字奈良井40

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

， 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

そ の 他 の 支 出

合 計 620,840 



（その17)

1 資産等の総括表

』

資 産 等 の 状：況

資 産 等 の 有 無
—;...., ~ ---

資 産 角 等 の 項 目 別区分 有 無 備 考

ア上 辿 口 回

イ 建 惣 口 回

ウ 紐惣竺近直生且的上する地上揺及は土地の賃借権 口 回

工 取 彼 旦 価 額 巫 1 Q Q _ 互且主超之五動肱 口 回

ォ且金口翌遥且彗 竺皇 座金且 金 除ヽ＄←｝ 口 回
及は腔金（ 通腔 生 こ"-

力 金 銭 饂 正 口 回

キ直 価 証 迩 D 回

ク 出 査 丘 _J;_ ゑ 撞 利 仁l 回

ケ箕位年二上旦践画企lQQ互旦主超冬五立位金 口 回

コ玄払ね狂止金額込1QQ互且生超えゑ敷金 口 回

サ 取得の価額が100万円を超える施設の利用に関する権 ロ 回
且

シ錨ム卑二上旦残盗足lQQ_亙旦生超ユゑ儘ム金 口 回



こ
（その20) 宣 圭

昌

□) し
書

添付書類（別添のとおり）

口 1 領収書等の写し

口 2 監査意見書（政党及び政治資金団体に限る。）

□ 3 政治資金監査報告書（国会議員関係政治団体に限る。）

この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。

二0亨／えぇ全

政治団体の名称 未 来 党

会計責任者の氏名 石川 新一郎 攣
代表者の氏名 （代表者については解散時のみ記入すること）
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政
治

資
金

監
査

報
告

書

冑
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
名

）

イ
表

か
1昂

評
殿

1
 
監

査
の

概
要

登
録

政
治

資
金

監
査

人

登
録

番
号

第
＃

ふ
ふ

J
・

号

研
修

修
了

年
月

日
年

奴2・
I
訟
一
日

(1~：［嘉雰:::ょ；；：釦；；：二：日1ぶ
こ
こ
；
掌
：
巴
；
：

規
定

す
る

収
支

報
告

書
（

※
1

)
の

す
べ

て
の

期
間

を
対

象
ど

し
て

、
当

該
収

支
報

告
書

並
び

に

当
該

収
支

報
告

書
に

係
る

会
計

帳
簿

、
明

細
書

、
領

収
書

等
、

領
収

書
等

を
徴

し
難

か
っ

た
支

出

の
明

細
害

、
振

込
明

細
書

及
び

振
込

明
細

書
に

係
る

支
出

目
的

害
（

支
出

の
目

的
が

記
肺

さ
れ

た

振
込

明
細

書
の

写
し

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）

に
つ

い
て

、
支

出
に

関
す

る
政

治
資

金
監

査
を

行

．
っ
た
。

(
2
)

こ
の
政
治
資
金
監
査
は
、
法
第

1
9
条
の

1
3
第

2
項

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

政
治

資
金

適

正
化

委
員

会
が

定
め

る
「

政
治

資
金

監
査

に
関

す
る

具
体

的
な

指
針

」
（

以
下

「
政

治
資

金
監

査

マ
ニ
ュ
ア
ル
J
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
行
っ
た
。

(
3
)

私
の

責
任

は
、

外
部

性
を

有
す

る
第

三
者

と
し

て
、

国
会

議
員

関
係

政
治

団
住

の
会

計
責

任
者

の
作

成
又

は
徴

取
し

た
収

支
報

告
書

並
び

に
当

該
収

支
報

告
書

に
係

る
会

計
帳

錮
、

明
細

震
、

領

収
書

等
、

領
収

書
等

を
徴

し
難

か
っ

た
支

出
の

明
細

書
、

振
込

明
細

書
及

び
振

込
明

細
書

に
係

る

支
出

目
的

書
に

つ
い

て
、

政
治

資
金

監
査

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

基
づ

き
政

治
資

金
監

査
を

行
っ

た
結

果

を
報
告
す
る
こ
と
に
あ
る
。

(4;
この政治資金監査は、．且ど卜尻〗国会識員関係政治団体名）の主たる事務所
に
お
い
て
行
っ
た
。

2
 
監

査
の

結
果

私
が
実
施
し
た
政
治
資
金
監
査
の
結
果
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

(
1
)
法

第
1
9
条
の

1
3
第

2
項

第
1
号

に
規

定
す

る
事

項
に

つ
い

て
、

会
計

帳
碑

が
保

存
さ

れ
て

宅
、

政
治

資
金

監
査

の
対

象
期

間
に

お
い

て
は

、
土

孔
こ

噴
：

：
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
名

）

に
係

る
支

出
は

な
く

｀
明

細
書

、
領

収
書

等
、

領
収

警
等

を
徴

し
難

か
っ

た
支

出
の

明
細

書
、

振

込
明

細
書

及
び

振
込

明
細

書
に

係
る

支
出

目
的

書
は

存
在

し
な

か
っ

た
p

(
2
)

法
第

1
9
条
の

1
3
第

2
項
第

2
号

に
規

定
す

る
事

項
に

つ
い

て
、

会
計

帳
簿

に
は

、
当

該
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
に

係
る

そ
の

年
に

お
け

る
支

出
の

状
況

が
記

載
さ

れ
、

か
つ

、
当

該
国

会

議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
が
当
該
会
計
帳
蔀
を
備
え
て
い
た
。

(
3
)

法
第

1
9
条
の

1
3
第

2
項

第
3
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
法
第

1
2
条
第

1
項

に
規

定
す

る
収

支
報

告
書

シ
ゑ

ミ
は

、
会

計
帳

癖
に

基
づ

い
て

、
支

出
が

計
上

さ
れ

て
い

な
い

状
況

が
表
示
さ
れ
て
い
た
。

(
4
)
法

第
1
9
条
の

1
3
第

2
項

第
4
号

に
規

定
す

る
事

項
に

つ
い

て
、

領
収

書
等

を
徴

し
難

か
っ

た
支

出
の

明
細

嘗
及

び
振

込
明

細
書

に
係

る
支

出
目

的
饗

は
、

存
在

し
な

か
っ

た
。

3
琵

嬰
も

（
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
名

）
と

私
と

の
間

に
は

、
法

第
1
9
条
の

1
3
第

5
項

の

規
定
に
違
反
す
る
事
実
は
な
い
。

ま
た
、
オ
牡
吠
：
シ
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
名
）
と
政
治
資
金
監
査
の
業
務
を
補
助
し
た
使
用

人
そ

の
他

の
従

業
者

と
の

間
に

お
い

て
も

、
同

様
で

あ
る

以
上

鬱
，


	名称未設定7
	名称未設定8

